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僑
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と
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の
変
容

『

世
説
新
語』

を
手
が
か
り
と
し
て
み
た

戸

川

貴

行

は

じ

め

に

劉
宋
文
帝
期
の
臨
川
王
義
慶
撰

『

世
説
新
語』
は
、
後
漢
末
か
ら
東
晋
末
を
中
心
と
す
る
逸
話
集
で
あ
り
、
清
談
に
代
表
さ
れ
る
当

意
即
妙
の
機
知
を
活
写
し
た
書
物
と
し
て
著
名
で
あ
る

(

１)
。
こ
の

『

世
説
新
語』

に
つ
い
て
、
か
つ
て
川
勝
義
雄
氏
は
劉
宋
文
帝
期
が
貴

族
に
と
っ
て
最
後
の
栄
光
と
も
い
う
べ
き
時
期
で
あ
り
、
そ
う
し
た
貴
族
制
の
衰
退
を
前
に
し
て
過
去
の
黄
金
時
代
を
伝
え
る
反
劉
宋

的
な
書
物
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
と
す
る
優
れ
た
論
考
を
発
表
さ
れ
た

(
２)

。

一
方
、
筆
者
の
み
る
限
り
、『

世
説
新
語』

の
後
、
こ
れ
と
同
様
の
内
容
を
も
つ
書
物
と
し
て
劉
宋
の
明
帝

『

江
左
文
章
志』

、
梁
の

沈
約

『

俗
説』

、
殷
芸

『

小
説』

、
元
帝

『

金
楼
子』

等
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
で
は
な
ぜ
川
勝
氏
の
い
う
最
後
の
栄
光
と
も
い
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う
べ
き
時
期
か
ら
徐
々
に
遠
ざ
か
り
、
黄
金
時
代
を
知
ら
な
い
世
代
に
な
ろ
う
と
し
て
な
お
こ
う
し
た
書
物
が
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

さ
ら
に
、
氏
の
よ
う
に
貴
族
制
の
視
点
か
ら
の
み
と
ら
え
た
場
合
、
何
故
、
貴
族
自
身
で
な
く
劉
宋
文
帝
の
従
弟
で
あ
る
臨
川
王
義

慶
、
劉
宋
孝
武
帝
の
弟
で
あ
る
明
帝
、
梁
武
帝
の
子
で
あ
る
元
帝
と
い
っ
た
皇
族
に
よ
っ
て
右
述
の
書
物
が
編
ま
れ
た
の
か

(

３)

、
最
後
の

栄
光
と
も
い
う
べ
き
黄
金
時
代
を
知
ら
な
い
は
ず
の
梁
の
文
人
に
と
っ
て
果
た
し
て
そ
う
し
た

｢

過
ぎ
去
っ
た
よ
き
時
代
へ
の
ノ
ス
タ

ル
ジ
ー

(

４)｣

に
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、『

世
説
新
語』

か
ら

『

金
楼
子』

に
至
る
書
物

編
纂
の
歴
史
的
な
背
景
如
何
と
い
っ
た
総
体
的
視
点
か
ら
み
た
際
、
川
勝
氏
の
解
釈
で
は
十
分
に
答
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
筆
者
は
か
つ
て
永
嘉
の
乱
を
受
け
て
成
立
し
た
東
晋
に
は
故
地
で
あ
る
中
原
の
恢
復
ま
で
国
家
儀
礼
の
整
備

を
控
え
る
べ
し
と
す
る
考
え
が
政
権
内
に
存
在
し
た
こ
と
、
そ
う
し
た
儀
礼
の
整
備
は
中
原
か
ら
の
避
難
民

(

以
下
、
僑
民
と
よ
ぶ)

の

土
着
化
お
よ
び
中
原
恢
復
の
断
念
に
と
も
な
い
、
東
晋
成
立
か
ら
ほ
ぼ
百
五
十
年
を
へ
た
劉
宋
孝
武
帝
期
に
至
っ
て
本
格
的
に
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

(

５)

。
こ
う
し
た
見
地
か
ら
み
た
際
、『

世
説
新
語』

は
む
し
ろ
僑
民
の
土
着
化
に
よ
る
文
化
の

変
容
と
い
う
歴
史
的
背
景
の
な
か
で
編
ま
れ
、
そ
の
進
展
と
と
も
に

『

金
楼
子』

に
至
る
後
続
の
書
物
も
成
立
し
て
い
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
い
う
感
を
懐
き
も
す
る
の
で
あ
る

(

６)

。
な
ぜ
な
ら

『

世
説
新
語』
に
は
何
晏
、
王
弼
な
ど
清
談
を
得
意
と
し
た
人
物
の
活
躍
が
み

ら
れ
る
が
、
東
晋
で
は
彼
ら
を
中
原
喪
失
の
原
因
を
つ
く
っ
た
国
賊
と
も
い
う
べ
き
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
る
考
え
が
あ
っ
た
の
で
あ

り

(

後
述)

、
そ
れ
だ
け
に
こ
う
し
た
書
物
を
公
の
場
に
出
す
こ
と
は
僑
民
の
土
着
化
や
中
原
恢
復
の
断
念
が
進
む
の
を
ま
っ
て
、
は
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じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
う
し
た
問
題
関
心
の
も
と

『

世
説
新
語』

か
ら

『

金
楼
子』

の
成
立

に
至
る
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
、
以
て
僑
民
の
土
着
化
、
中
原
恢
復
の
断
念
に
よ
る
文
化
変
容
の
実
態
に
つ
い
て
解
明
せ
ん
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
節

『

世
説
新
語』

に
お
け
る
中
原
恢
復
と
清
談

本
節
で
は
、『

世
説
新
語』
に
中
原
恢
復
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
清
談
に
批
判
的
な
記
述
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る

(

７)

。

ま
ず
中
原
恢
復
を
重
視
す
る
立
場
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。『

世
説
新
語』

言
語
篇
二
九
に
、
永
嘉
年
間

(

８)

、
江
南
の
地
に
う
つ
っ

た
琅
邪
王
睿

(

の
ち
の
東
晋
元
帝)
が
顧
栄
に
述
べ
た
言
を
載
せ
て
、

人
の
國
土
に
寄
り
、
心

常
に
慙
づ
る
を
懷
ふ

(

９)

。

と
あ
り
、｢

人
の
國
土｣

に
寄
寓
し
て
恥
ず
か
し
い
と
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
史
料
に
み
え
る

｢

人
の
國
土｣

と
は
江
南
の
こ

と
で
あ
り
、
右
は
琅
邪
王
睿
が
本
来
の
目
標
で
あ
る
中
原
恢
復
を
果
た
せ
ず
、
建
康
に
寄
寓
し
て
い
る
の
を
恥
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、『

世
説
新
語』

言
語
篇
三
一
に
、
永
嘉
五
年

(

三
一
一

(�))
、
中
原
を
胡
族
に
奪
わ
れ
た
後
、
王
導
が
飲
宴
に
参
加
し
た
と
き
の
こ
と

と
し
て
、

�
江
の�
人
、
美
日
に
至
る�
に
、
輒
ち
相た
が

ひ
に
新
亭
に
邀
へ
、
卉
を
藉
き
て
飮
宴
す
。�
侯

中
坐
に
し
て�
じ
て
曰
は
く
、

風
景

殊
な
ら
ざ
る
も
、
正
に
自
づ
か
ら
山
河
の
異
な
る
有
り
、
と
。
皆
な
相
ひ�
て�
を
流
す
。
唯
だ
王
丞
相
の
み
愀
然
と
し

て
色
を
變
じ
て
曰
は
く
、
當
に
共
に
力
を
王
室
に
勠
は
せ
、�
州
を
克
復
す
べ
し
。
何
ぞ
楚
囚
と
作
り
て
相
ひ
對
す
る
に
至
ら
ん
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文
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変
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や
、
と

(�)
。

と
あ
り
、｢�
州｣

を
恢
復
す
る
こ
と
が
江
南
政
権
の
最
大
の
目
標
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
ま
ま
避
難
先
で
あ
る
建
康
に
留
ま
り
続
け

れ
ば

｢
楚
囚｣
、
す
な
わ
ち
春
秋
時
代
、
晋
に
囚
わ
れ
て
俘
虜
と
な
っ
た
楚
の
鍾
儀
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
か
つ
て
筆
者
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
東
晋
前
期
に
お
い
て
史
料
中
の

｢�
州｣

の
語
は
中
原
を
指
し
て
い
る

(�)

。
さ
ら
に
、

『

世
説
新
語』

言
語
篇
三
六
に
、
建
武
元
年

(

三
一
七

(�))
、
温�
が
琅
邪
王
即
位
の
勧
進
を
す
る
べ
く
建
康
に
至
っ
た
と
き
の
こ
と
と
し

て
、�

新
た
に
至
り
、
深
く�
慮
有
り
。�
に
王
丞
相
に
詣
り
、
主
上
の
幽
越
・�
稷
の
焚
滅
・
山
陵
の
夷
毀
の
酷
、
黍
離
の
痛
有

る
を
陳
ぶ
。�
忠��
深
烈
に
し
て
、
言

泗
と�
に
す
。
丞
相
も
亦
た
之
と
對
泣
す

(�)

。

と
あ
り
、
彼
が
中
原
の
荒
廃
ぶ
り
を
悲
痛
に
訴
え
た
際
、
王
導
も
そ
れ
に
同
調
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に

『

世
説
新
語』

に
は
中
原
恢
復
を
重
視
す
る
記
事
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
当
該
書
に
は
そ
う
し
た
立
場
か
ら
の
清

談
に
批
判
的
な
記
述
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、『
世
説
新
語』

軽
詆
篇
一
一
に
、
永
和
十
二
年

(

三
五
六

(�))

、
桓
温
が
中
原
を
恢
復
せ

ん
と
し
た
と
き
の
こ
と
を
載
せ
て
、

桓
公

洛
に
入
ら
ん
と
し
、
淮
・
泗
を�
ぎ
、
北�
を
踐
へ
、�
僚
屬
と�
乘
樓
に
登
り
、
中
原
を
眺
矚
し
、��
然
と
し
て
曰
は

く
、�
に�
州
を
し
て
陸
沈
し
、
百
年

丘
墟
た
ら
し
む
る
は
、
王
夷
甫
の�
人
、
其
の
責
に
任
ぜ
ざ
る
を
得
ず
、
と

(�)

。

と
あ
り
、｢�
州｣

た
る
中
原
の
喪
失
は
西
晋
の
王
夷
甫
、
す
な
わ
ち
清
談
家
と
し
て
著
名
な
王
衍
ら
に
因
る
と
し
た
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
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ま
た
、『

世
説
新
語』

言
語
篇
七
〇
に
、
太
元
初
め

(�)

、
王
羲
之
が
謝
安
に
述
べ
た
言
を
載
せ
て
、

今
ま
四
郊

壘
多
く
、
宜
し
く
人
人

自
ら
效
す
べ
き
も
、
而
も�
談
も
て
務
め
を
廢
し
、�
文
も
て�
を
妨
ぐ
る
は
、
恐
ら
く
は

當
今
の
宜
し
と
す
る�
に
非
ず

(�)
。

と
あ
り
、
中
原
を
占
拠
し
た
胡
族
と
の
戦
い
に
そ
な
え
、
建
康
の
周
辺
で
さ
え
多
く
の
軍
塁
が
建
設
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

清
談
に
よ
り
本
来
な
す
べ
き
務
め
を
お
こ
な
わ
な
い
の
は
時
宜
に
適
わ
な
い
と
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

(�)

。
も
ち
ろ
ん
従
来
の
研
究

に
も
小
南
一
郎
、�
凡
ら
諸
氏
を
は
じ
め
と
し
て
、
中
原
恢
復
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
の
清
談
に
批
判
的
な
記
述
に
論
及
し
た
優
れ
た

成
果
が
存
在
す
る

(�)
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
成
果
を
も
踏
ま
え
た
上
で

『

世
説
新
語』

に
つ
い
て
何
故
、
清
談
に
両
様
の
評
価
が
な
さ
れ

て
い
る
の
か
、
そ
の
原
因
は
一
体
、
如
何
な
る
も
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
深
く
追
究
し
た
研
究
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
あ
る
が

あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
づ
い
て
、
こ
う
し
た

『

世
説
新
語』

に
お
い
て
清
談
家
が
中
原
恢
復
に
失
敗
し
た
際
、
と
く
に
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば

『

世
説
新
語』
品
藻
篇
三
八
に
、
永
和
十
年

(

三
五
四

(�))
、
清
談
を
得
意
と
し
た
殷
浩
が
北
伐
に
失
敗

し
庶
人
に
廃
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
を
載
せ
て
、

殷
侯�
に
廢
せ
ら
る
。
桓
公�
人
に
語
り
て
曰
は
く
、
少
き
時

淵
源
と
共
に
竹
馬
に
騎
る
に
、
我

棄
て
去
れ
ば
、
已
に
輒
ち

之
を
取
る
。
故
よ
り
當
に
我
が
下
に
出
づ
べ
し

(�)
。

と
あ
り
、
先
述
の
桓
温
が
殷
浩
に
つ
い
て
、
幼
い
こ
ろ
自
分
が
乗
り
捨
て
た
竹
馬
を
拾
っ
て
乗
っ
て
い
た
の
で
自
分
に
及
ば
な
い
の
は

当
然
で
あ
る
と
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、『

世
説
新
語』

黜
免
篇
三
に
、
同
じ
く
殷
浩
に
つ
い
て
、

僑
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殷
中
軍

廢
せ
ら
れ
、
信
安
に
在
り
、�
日

恆
に
空
に
書
き
て
字
を
作
る
。
揚
州
の
吏
民
、
義
を�
ね
て
之
を�
ひ
、
竊
か
に�

る
に
、
唯
だ
咄
咄
怪
事
の
四
字
を
作
る
の
み

(�)
。

と
あ
り
、
彼
が
信
安
県
に
流
さ
れ
た
後
、
茫
然
自
失
と
な
り
、
終
日
、
空
に
向
か
っ
て

｢

咄
咄
怪
事｣

(

あ
あ
、
お
か
し
な
こ
と
で
あ
る)

の
四
字
を
書
い
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
右
は
殷
浩
に
対
す
る
直
接
の
批
判
で
は
な
い
が
、
北
伐
失
敗
後
の
彼
に
対
し
、
か
か

る
記
述
を
お
こ
な
う
こ
と
自
体
に
批
判
的
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、『

世
説
新
語』
品
藻
篇
四
九
に
、
升
平
三
年

(

三
五
九

(�))
、
琅
邪
王�(
の
ち
の
東
晋
簡
文
帝)

と�希
超
が
清
談
家
で
あ
っ
た

謝
万
に
よ
る
北
伐
失
敗
の
原
因
に
つ
い
て
問
答
し
た
と
き
の
こ
と
を
載
せ
て
、

謝
萬

壽
春
の
敗
後
、
簡
文�希
超
に
問
ふ
ら
く
、
萬

自
か
ら
敗
る
べ
し
。
那
得

な

ん

ぞ

乃
ち
爾
く
士
卒
の�
を
失
ふ
か
、
と
。
超

曰
は

く
、
伊
れ�
任
の
性
を
以
て
、
智
勇
を
區
別
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
な
り
、
と

(�)
。

と
あ
り
、
謝
万
の
失
敗
は

｢�
任
の
性｣

に
よ
り
士
卒
の
情
を
う
し
な
っ
た
た
め
と
さ
れ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
史
料
中
の

｢

任｣

は
、『

世
説
新
語』

の
篇
名
で
竹
林
の
七
賢
が
冒
頭
に
出
て
く
る
こ
と
で
も
名
高
い

｢

任
誕｣

(

任
達
放
誕)

と
い
っ
た
意
味
で
あ

ろ
う
。�希
超
の
言
に
あ
る
よ
う
に
、
謝
万
の
場
合
、『

世
説
新
語』

簡
傲
篇
一
四
に
、
謝
万
が
北
伐
し
た
と
き
の
こ
と
を
載
せ
て
、

謝
萬

北
征
す
る
や
、
常
に
嘯
詠
を
以
て
自
ら
高
く
し
、
未
だ
嘗
て
衆
士
を
撫
慰
せ
ず
。
…
…�
將
を
召
集
す
る
も
、�
な�
く

�
無
く
、
直
だ
如�
を
以
て
四
坐
を
指
し
て
云
へ
ら
く
、�
君

皆
な
是
れ
勁
卒
な
り
、
と
。�
將

甚
だ
忿
り
て
之
を
恨
む

(�)

。

と
あ
る
が
ご
と
き

｢

常
に
嘯
詠
を
以
て
自
ら
高
く
し｣

、｢

直
だ
如�
を
以
て
四
坐
を
指
し
て
云
ふ｣

と
い
っ
た
清
談
家
を
彷
彿
と
さ
せ

る
態
度
が

｢

士
卒
の�｣
を
失
う
原
因
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
江
南
政
権
に
お
い
て
北
伐
に
失
敗
し
た
人
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物
は
存
在
す
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
と
く
に
清
談
家
を
と
り
あ
げ
た
右
の
ご
と
き
記
事
が
存
在
す
る
の
は
、
先
述
し
た
桓
温
、
王
羲

之
の
事
例
を
踏
ま
え
た
際
、
や
は
り
中
原
恢
復
の
重
視
か
ら
の
清
談
に
批
判
的
な
立
場
と
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
と
さ
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に

『

世
説
新
語』

の
清
談
に
は
両
様
の
評
価
が
存
在
す
る
が
、
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
深
く
追
究
し

た
研
究
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
節

江
南
政
権
に
お
け
る
中
原
恢
復
と
文
化
の
整
備

前
節
で
は

『

世
説
新
語』
に
お
い
て
中
原
恢
復
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
の
清
談
に
批
判
的
な
記
述
が
存
在
す
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、

同
様
の
こ
と
は
当
時
の
江
南
政
権
に
お
け
る
他
の
文
化
、
た
と
え
ば
国
家
儀
礼
、
伎
楽
、
宴
会
の
あ
り
方
に
は
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
結
論
を
先
に
い
え
ば
、
江
南
政
権
で
は
最
大
の
政
治
的
目
標
と
し
て
中
原
恢
復
を
か
か
げ
、
そ
の
達
成
ま
で
か
か
る
文
化
の
整

備
を
控
え
る
べ
し
と
す
る
考
え
が
政
権
内
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
考
え
は
清
談
に
つ
い
て
も
決
し
て
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
こ

う
し
た
問
題
の
解
明
は

『

世
説
新
語』

が
生
ま
れ
た
背
景
に
あ
る
僑
民
の
土
着
化
、
中
原
恢
復
の
断
念
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
避
け
ら

れ
な
い
た
め
、
本
節
で
は
論
の
展
開
の
都
合
上
、
ま
ず
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
を
お
こ
な
う
。

最
初
に
国
家
儀
礼
に
つ
い
て
で
あ
る
。『

晋
書』

巻
一
九
礼
志
上
に
、
東
晋
初
代
の
皇
帝
で
あ
る
元
帝
の
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

元
帝

渡
江
、
太
興
二
年

(

三
一
九)

始
め
て
郊
祀
を
立
つ
る
の
儀
を
議
す
。�
書
令�
協
・
國
子
祭
酒
杜
夷

議
す
ら
く
、
宜
し

く
洛
邑
に
旋�
す
る
を
須
ち
て
乃
ち
之
を
修
む
べ
し
、
と

(�)
。

と
あ
り
、
皇
帝
が
天
を
ま
つ
る
南
郊
の
建
設
に
つ
い
て
、
当
時
、
礼
学
に
詳
し
い
と
さ
れ
て
い
た
尚
書
令
の�
協
お
よ
び
国
子
祭
酒
の
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民
の
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と
文
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変
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杜
夷
が
と
も
に
中
原
恢
復
ま
で
控
え
る
べ
し
と
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
結
局
、
南
郊
は
建
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
も
の
の
、
右
は
そ
う
し
た
彼
ら
が
朝
議
と
い
う
公
の
場
で
建
康
に
南
郊
を
建
設
す
べ
き
で
な
い
と
し
た
事
例
で
あ
る
。
こ
の
時
代
、

南
郊
祭
天
が
も
っ
と
も
重
要
な
国
家
儀
礼
で
あ
っ
た
こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が

(�)

、
そ
の
建
設
で
さ
え�
協
、
杜
夷
の
よ
う
な

礼
学
家
か
ら
反
対
す
る
声
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
よ
り
下
位
に
あ
る
儀
礼
に
つ
い
て
も
同
様
の
状
況
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う

(�)

。

ま
た
、『

宋
書』
巻
一
六
礼
志
三
に
、
太
元
十
二
年

(

三
八
七)

、
明
堂
の
建
設
に
つ
い
て
朝
議
を
行
っ
た
と
き
の
こ
と
を
載
せ
て
、

吏
部�
王
忱

議
す
ら
く
、
明
堂
は
天
に
則
り
地
に
象
る
、
儀
觀
の
大
な
り
。
宜
し
く
皇
居
の
舊
に
反
る
を
俟
ち
、
然
る
後

之
を

修
む
べ
し
、
と
。
驃
騎
將
軍
會
稽
王
司
馬�
子
・�
書
令
謝
石
の�
は
忱
の
議
に
同
じ
。
是
に
於
い
て
奉
行
し
て
一
に
改
む
る�

無
し

(�)
。

と
あ
り
、
吏
部
郎
の
王
忱
が
西
晋
の
都
で
あ
る
洛
陽
を
奪
回
し
て
か
ら
こ
れ
を
建
設
す
べ
し
と
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
意

見
に
東
晋
孝
武
帝
の
弟
で
あ
る
司
馬
道
子
、
謝
安
の
弟
で
あ
る
謝
石
と
い
っ
た
当
時
の
重
臣
た
ち
も
賛
成
し
、
結
局

｢

一
に
改
む
る�

無
し｣

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
や
は
り
こ
の
と
き
に
お
い
て
も
中
原
恢
復
ま
で
国
家
儀
礼
を
整
備
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
者
は
政
権
内

に
お
い
て
決
し
て
少
数
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
よ
う
。

次
に
伎
楽
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、『

宋
書』

巻
一
九
楽
志
一
に
、
咸
康
七
年

(

三
四
一)

の
こ
と
と
し
て
、

散
騎
侍��
臻

表
し
て
曰
は
く
、
…
…
方
今

夷
狄

岸
に
對
し
、
外
御
を
ば�
と
爲
す
。
兵

七
升
を�
ひ
、
身
を
忘
れ�
に
赴

く
も
、�
泰
の
戲
、
日
ご
と
に
五
斗
を
禀
く
。
方
に�
州
を�
ひ
、
中
甸
を
經
略
す
る
に
、
此
の
若
き
の
事
、�
き
に
示
す
べ
か

ら
ず
。
雜
伎
に
し
て
人
を
傷
つ
く
る�
、
皆
な
宜
し
く
之
を
除
く
べ
し
、
と
。
是
に
於
い
て
高�亘
・
紫
鹿
・
跂
行
・
鼈��
び
齊
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王
捲
衣
・�
兒
等
の
樂
を
除
く

(�)
。

と
あ
り
、
顧
臻
が

｢�
州｣

た
る
中
原
の
恢
復
に
あ
た
り
、｢

雜
伎｣

す
な
わ
ち
儀
礼
に
も
ち
い
る
伎
楽
を
控
え
る
よ
う
上
表
し
た
こ

と
、
そ
れ
を
受
け
て

｢

高�亘｣
を
は
じ
め
と
す
る
伎
楽
が
除
か
れ
た
こ
と
な
ど
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
八
王
の
乱
の
と
き
の
こ
と
で
あ
る
が
、『

晋
書』

巻
六
六
劉
弘
伝
に
、

時
に
總
章
の
太
樂
伶
人
、
亂
を�
け
て
多
く
荊
州
に
至
る
。
或
ひ
と
の
勸
め
て
樂
を
作
る
べ
し
と
す
る�
あ
り
。
弘

曰
は
く
、

昔
し
劉
景
升

禮
壞
樂
崩
を
以
て
、
杜�
に
命
じ
天
子
の
合
樂
を
爲
ら
し
む
。
樂
成
り
、
庭
に
て
之
を
作
さ
ん
と
欲
す
。�
曰
は

く
、
天
子
の
合
樂
を
爲
り
て
庭
に
て
之
を
作
す
は
、
恐
ら
く
は
將
軍
の
本�
に
非
ず
、
と
。
吾

常
に
之
が
爲
に�
息
す
。
今
ま

主
上

蒙
塵
す
る
も
、
吾

未
だ
臣�
を
展
效
す
る
能
は
ず
。
家
伎
有
り
と
雖
も
、�
ほ
宜
し
く
聽
く
べ
か
ら
ず
。
況
ん
や
御
樂
を

や
、
と
。
乃
ち
郡
縣
に
下
し
て
、
之
を
安
慰
せ
し
め
、�
廷

旋�
す
る
を
須
ち
て
、
本�
に��
す

(�)

。

と
あ
り
、
西
晋
に
お
い
て

｢

主
上

蒙
塵｣

す
な
わ
ち
皇
帝
が
本
来
い
る
べ
き
場
所
に
い
な
い
非
常
事
態
に
あ
っ
て
は

｢

總
章｣

す
な

わ
ち
儀
礼
に
も
ち
い
る
伎
楽
の
み
な
ら
ず
、｢

家
伎｣
の
演
奏
さ
え
聴
く
べ
き
な
い
と
す
る
考
え
の
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

東
晋
に
お
い
て
も
や
は
り
行
宮
の
地
で
あ
る
建
康
に

｢
主
上

蒙
塵｣

し
て
い
る
だ
け
に
、
右
と
同
様
の
こ
と
が
存
在
し
た
と
さ
れ
よ

う
。ま

た
、
伎
楽
、
家
伎
の
演
奏
に
し
ば
し
ば
付
随
す
る
酒
に
つ
い
て
は
、『

晋
書』

巻
四
九
元
孚
伝
に
、
元
帝
の
と
き
の
こ
と
と
し
て
、

琅
邪
王�
車
騎
將
軍
と
爲
り
、
廣
陵
に
鎭
す
る
や
、
綱
佐
を
高�
し
、
孚
を
以
て
長
史
と
爲
す
。
帝

謂
ひ
て
曰
は
く
、��

に
軍
府
を
統
ぶ
。
郊
壘

事
多
け
れ
ば
、
宜
し
く�
飮
す
べ
き
な
り
、
と

(�)
。
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と
あ
り
、
元
孚
が
車
騎
将
軍
の
長
史
と
な
っ
た
際
、
元
帝
が
永
嘉
の
乱
を
受
け
た

｢

郊
壘

事
多｣

し
と
い
う
状
況
下
に
あ
る
の
で
飲

酒
を
控
え
る
よ
う
述
べ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。『

北
堂
書
鈔』

巻
六
八
長
史
に
引
く

｢

晋
中
興
書
陳
留
阮
録｣

に
、
同
様
の
こ

と
を
載
せ
て
、

中
宗
の
詔
に
曰
は
く
、�
軍
府
を
記
綜
す
。
郊
壘

事
多
し
、
と

(�)

。

と
あ
る
の
で
、
元
帝
の
言
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
統
治
の
方
針
を
示
す
重
要
な
文
書
で
あ
る
詔
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る

が
、
右
か
ら
当
時
、
中
原
恢
復
の
も
っ
て
い
た
政
治
・
社
会
的
影
響
力
の
大
き
さ
を
見
て
と
れ
よ
う
。

で
は
、
か
か
る
江
南
政
権
に
お
い
て
北
伐
の
な
か
宴
会
を
お
こ
な
う
際
、
官
僚
は
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『

世
説

新
語』

企�
篇
三
、
劉
孝
標
注
に
引
く
王
羲
之

｢

臨
河
叙｣

に
、
永
和
九
年

(

三
五
三)

、
著
名
な
蘭
亭
の
会
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
き
の

序
を
載
せ
て
、

會
稽
山
陰
の�
亭
に
會
し
、
禊
事
を
修
む
る
や
、
羣
賢

畢
く
至
り
、
少
長

咸
な
集
ま
る
。
…
…
又
た�
流
激
湍
有
り
、
左
右
に

映
帶
す
。
引
き
て
以
て
流
觴
の
曲
水
と
爲
し
、
其
の
次
に
列
坐
す
。
是
の
日
や
、
天�
氣�
に
し
て
、
惠
風

和
暢
し
、
目
を��

し
め
懷
ひ
を
騁
せ
、
信
に
樂
し
む
べ
き
な
り
。
絲
竹
管
絃
の
盛
な
る
こ
と
無
し
と
雖
も
、
一
觴
一
詠
、
亦
た
以
て
幽�
を
暢
敍
す

る
に
足
れ
り

(�)
。

と
あ
る
。
右
の
記
事
で
注
目
す
べ
き
は

｢

絲
竹
管
絃
の
盛
な
る
こ
と
無
し｣

す
な
わ
ち
絢
爛
た
る
音
楽
の
演
奏
を
行
わ
な
か
っ
た
と
述

べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
と
き
東
晋
は
北
伐
の
最
中
で
あ
り
、
と
り
わ
け
王
羲
之
が
太
守
を
つ
と
め
て
い
た
会
稽
郡
に
は
前
線
へ
の

軍
糧
負
担
が
大
き
く
の
し
か
か
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
と
先
述
し
た
劉
弘
伝
・
元
孚
伝
の
記
事
を
踏
ま
え
る
と
、
か
か
る
状
況
下
に
お
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い
て
会
稽
太
守
の
王
羲
之
が
宴
会
で
音
楽
を
演
奏
で
き
る
と
は
考
え
が
た
い
。
さ
ら
に
前
節
で
み
た
よ
う
に
、
王
羲
之
は

｢

今
ま
四
郊

壘
多
く
、
宜
し
く
人
人

自
ら
效
す
べ
き
も
、
而
も�
談
も
て
務
め
を
廢
し
、�
文
も
て�
を
妨
ぐ
る
は
、
恐
ら
く
は
當
今
の
宜
し
と

す
る�
に
非
ず｣

と
述
べ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
蘭
亭
序
に
は
か
な
ら
ず
や
中
原
恢
復
ま
で
国
家
儀
礼
を
は
じ
め

と
し
た
文
化
の
整
備
を
控
え
る
べ
し
と
す
る
考
え
が
影
響
し
て
い
た
と
さ
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
王
朝
が
最
大
の
政
治
的
目
標
と
し
て
中
原
恢
復
を
か
か
げ
て
い
た
だ
け
に
、
そ
の
達
成
ま
で
文
化
の
整
備
を
控
え
る
べ

し
と
す
る
考
え
は
、
清
談
に
つ
い
て
も
決
し
て
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、『

世
説
新
語』

豪
爽
篇
七
、
劉
孝
標
注
に
引
く

｢

漢
晋
春
秋｣

に
、
建
元
元
年

(
三
四
三

(�))
、�
翼
が
北
伐
せ
ん
と
し
た
と
き
の
こ
と
を
載
せ
て
、

�
は
風
儀

美
劭
、
才
能

豐
贍
に
し
て
、
少
く
し
て
經
緯
の
大
略
有
り
。
兄
亮
を
繼
ぎ
方
州
の
任
に
居
る
に�
び
、�
外
を
匡
維

し
、
羣
凶
を�
蕩
す
る
の
志
有
り
。
是
の
時
、
杜
乂
・
殷�
の�
人

盛
名
冠
世
た
る
も
、�
未
だ
之
れ
を
貴
ば
ざ
る
な
り
。
常

に
曰
は
く
、
此
の
輩

宜
し
く
之
を
高
閣
に
束
ね
、
天
下
の�
定
す
る
を
俟
ち
て
、
然
る
後

其
の
任
ず
る�
を
議
す
べ
き
の
み
、

と
。
其
の�
氣

此
の
如
し
。
唯
だ
桓�
と
友
善
、
相
ひ
期
す
る
に
宇
宙
を�
濟
す
る
の
事
を
以
て
す
。
初
め�
輒
ち�
部
の
奴

�
び
車
馬
を
發
す
る
こ
と
萬
も
て
數
へ
、
大
軍
を�
ゐ
て�
に
入
り
、
將
に
狄
を
伐
つ
を
謀
ら
ん
と
し
、�
に
襄
陽
に
次
る

(�)

。

と
あ
り
、
中
原
恢
復
の
志
を
も
っ
た
彼
が
そ
の
達
成
を
ま
っ
て
か
ら
杜
乂
、
殷
浩
ら
清
談
家
の
役
目
を
議
論
す
れ
ば
よ
い
と
言
っ
て
い

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『

晋
書』

巻
七
九
謝
安
伝
に
、
太
元
十
年

(

三
八
五

(�))
、
謝
安
が
北
伐
の
た
め
に
新
城
に
鎮
し
た
と

き
の
こ
と
を
載
せ
て
、

安�
寄
を�
く
と
雖
も
、
然
も
東
山
の
志

始
末
渝
は
ら
ず
、�
に
言
色
に
形
る
。
新
城
に
鎭
す
る
に�
び
、
室
を
盡
く
し
て
行

僑
民
の
土
着
化
と
文
化
の
変
容
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き
、
汎�
の
裝
を�
り
、
經
略

粗
ぼ
定
ま
る
を
須
ち
て
、
江�
よ
り
東
に�
ら
ん
と
欲
す
。�
志

未
だ
就
ら
ず
、�
に
疾
篤
に

�
ふ

(�)
。

と
あ
り
、
清
談
を
得
意
と
す
る
彼
で
さ
え
、
や
は
り
そ
の
達
成
を
ま
っ
て
東
山
に
隠
棲
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
江
南
政
権
で
は
最
大
の
政
治
的
目
標
と
し
て
中
原
恢
復
を
か
か
げ
そ
の
達
成
ま
で
文
化
の
整
備
を
控
え
る
べ

し
と
す
る
考
え
が
政
権
内
に
存
在
し
て
お
り
、
清
談
に
つ
い
て
も
決
し
て
そ
の
よ
う
な
考
え
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
節

江
南
政
権
に
お
け
る
中
原
恢
復
の
断
念
と
文
化
の
整
備

前
節
で
は
、
江
南
政
権
に
お
い
て
中
原
恢
復
ま
で
国
家
儀
礼
を
は
じ
め
と
し
た
文
化
の
整
備
を
控
え
る
べ
し
と
す
る
考
え
が
存
在
し

た
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
う
し
た
考
え
は
僑
民
の
土
着
化
、
中
原
恢
復
の
断
念
に
と
も
な
い
変
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、『

世
説
新
語』

の
つ
く
ら
れ
た
劉
宋
文
帝
期
は
そ
の
過
渡
期
に
あ
た
っ
て
お
り
、
中
原
の
恢
復
と
断
念
と
い
う
相
反
す
る
考
え
が
ふ
た
つ
な
が
ら
存
在

す
る
時
代
で
あ
っ
た
。
本
節
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
を
お
こ
な
う
。

ま
ず
国
家
儀
礼
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、『

宋
書』

巻
二
〇
楽
志
二
所
載
の
謝
荘
に
よ
る
世
祖
孝
武
帝
歌
に
、
劉
宋
孝
武
帝
の
治
世
に

つ
い
て
、

我
が
皇
維
を
闢
き
、
我
が
宋
宇
を
締
ぶ
。
四�
を
刋
定
し
、�
め
て�
京
を
構
ふ
。
禮
を
復
し
樂
を
輯
め
、
馬
を
散
じ
て
城
を
墮

と
す

(�)

。

と
あ
り
、
仮
の�
で
あ
る
建
康
を

｢�
め
て�
京｣

と
位
置
づ
け
て
礼
楽
を
復
興
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
て
筆
者
が
明

東
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ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
の
礼
楽
の
復
興
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
前
節
で
み
た
東
晋
孝
武
帝
期
に
洛
陽
で
す
べ
し
と
さ
れ
た
明
堂
の

建
設
の
ほ
か
、
南
郊
・
宗
廟
で
演
奏
さ
れ
る
雅
楽
の
制
作
が
存
在
し
た

(�)

。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
西
晋
の
都
で
あ
っ
た
洛
陽
で
な
く
、

行
宮
の
地
で
あ
っ
た
建
康
を
天
下
の
中
心
を
示
す

｢�
京｣

と
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
劉
宋
孝
武
帝
期
は
、
東
晋

成
立
か
ら
百
五
十
年
ほ
ど
を
へ
て
僑
民
が
土
着
化
し
た
こ
と
に
く
わ
え
、
元
嘉
二
十
七
年

(

四
五
〇)

の
北
伐
失
敗
に
よ
り
中
原
恢
復

の
可
能
性
が
極
め
て
低
く
な
っ
た
こ
と
を
受
け
、
王
朝
が
つ
い
に
中
原
恢
復
を
断
念
し
、
国
家
儀
礼
を
は
じ
め
と
す
る
文
化
の
整
備
が

本
格
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
な
の
で
あ
る
。

伎
楽
に
つ
い
て
は
、『

南
斉
書』
巻
二
八
崔
祖
思
伝
に
、
南
斉
高
帝
の
と
き
の
崔
祖
思
に
よ
る
啓
陳
を
載
せ
て
、

�安
ず
る
に��
の��
千
萬
に
し
て
、
太
樂
の
伶
官

方
に
八
百
二
十
九
人
た
り
。
…
…
今
ま�
口

百
萬
た
る
こ
と
能
は
ざ
る
も
、

而
も
太
樂
の�
・�
、
元�
の
時

千
有
餘
人
を
校
試
し
、
後
堂
の
雜
伎
、
其
の
數
に
在
ら
ず

(�)

。

と
あ
り
、
前
節
で
中
原
恢
復
ま
で
控
え
る
べ
し
と
さ
れ
て
い
た
伎
楽
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、『

南

斉
書』

巻
三
三
王
僧
虔
伝
に
、
昇
明
二
年

(

四
七
八

(�))
に
お
け
る
王
僧
虔
の
上
表
を
載
せ
て
、

自
頃

家
ご
と
に
新
哇
を
競
ひ
、
人
ご
と
に
謠
俗
を�
び
、
務
め
て�焦�
に
在
り
、�
紀
を�
み
ず
、
流
宕

崖さ
か

ひ
無
く
、
未
だ
極

ま
る�
を
知
ら
ず

(�)
。

と
あ
り
、
劉
宋
末
に

｢

家
ご
と
に
新
哇
を
競｣

う
と
い
っ
た
状
況
に
な
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
右
を
前
節
の
劉
弘
伝
に
み

え
る

｢

家
伎
有
り
と
雖
も
、�
ほ
宜
し
く
聽
く
べ
か
ら
ず｣

と
い
っ
た
記
事
と
く
ら
べ
た
際
、
両
者
の
相
違
は
自
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
か
か
る
伎
楽
・
家
伎
の
事
例
は
国
家
儀
礼
と
同
様
、
僑
民
の
土
着
化
、
中
原
恢
復
の
断
念
に
よ
る
文
化
整
備
の
一
端
を
示
し
て

僑
民
の
土
着
化
と
文
化
の
変
容
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い
る
と
さ
れ
よ
う
。

さ
て
、
清
談
に
つ
い
て
は
、『

顔
氏
家
訓』

巻
三
勉
学
篇
に
、
曹
魏
・
西
晋
を
中
心
に
活
躍
し
た
清
談
を
得
意
と
す
る
人
物
を
批
判

し
た
記
事
に
つ
づ
け
、

梁
の
世
に�
び
、�
の
風

復
た
闡
く
。
莊
・
老
・�
易
、
總
べ
て
三
玄
と
謂
ふ
。
武
皇
・
簡
文
、
躬
自
ら
講
論
す
。�
弘
正

大

�
を
奉
贊
し
、��
邑
に
行
は
れ
、
學
徒
千
餘
、
實
に
盛
美
爲
り
。
元
帝

江
・
荊
の�
に
在
り
、
復
た
愛�
す
る�
に
し
て
、

學
生
を
召
置
し
、
親
ら��
を
爲
し
、
寢
を
廢
め�
を
忘
れ
、
夜
を
以
て�
に
繼
ぎ
、
乃
ち
倦
劇
愁
憤
す
る
に
、
輒
ち
講
を
以
て

自
釋
す
る
に
至
る

(�)
。

と
あ
り
、｢�
の
風

復
た
闡
く｣
と
い
う
記
事
が
示
す
よ
う
に
梁
で
清
談
が
ふ
た
た
び
流
行
し
た
こ
と
、
そ
れ
は
官
僚
の
み
で
な
く
、

武
帝
、
簡
文
帝
、
元
帝
ま
で
含
む
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『

梁
書』

巻
三
七
何
敬
容
伝
に
、
太
清
二

年

(

五
四
八)

、
何
敬
容
が
学
士
の
呉
孜
に
述
べ
た
言
を
載
せ
て
、

昔
し
晉
代

喪
亂
す
る
は
、
頗
る
玄�
を��
し
、
胡�
中
夏
を
殄�
す
る
に
由
る
。
今
ま
東
宮

復
た
此
を
襲
ぎ
、
殆
ど
人
事

に
非
ず
、
其
れ
將
に
戎
を
爲
さ
ん
と
す
る
か

(�)
。

と
あ
り
、
や
は
り
西
晋
の
と
き

｢

玄�
を��｣
し
た
た
め
胡
族
に
中
原
を
奪
わ
れ
た
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
梁
に
い
た
り
再
び
皇

太
子
も
関
わ
る
ほ
ど
の
流
行
を
み
せ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

簡
文
帝
と
同
じ
く

『

顔
氏
家
訓』

に
み
え
る
元
帝
に
つ
い
て
は
、
そ
の
手
に
な
る

『

金
楼
子』

巻
五
著
書
篇
に
引
く

｢

丹
陽
尹
伝
序｣

に
、

東
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二
京

版
蕩
、
五
馬

南
渡
し
て
よ
り
、
…
…�
に
淮�
を
變
じ
て�
州
と
爲
し
、
亦
た
丹
陽
に�
き
て
京
尹
と
爲
す
。
…
…
眞
長

の
室
に
坐
し
、�
談
の
風
を
想
ふ

(�)
。

と
あ
り
、
西
晋
末
に
洛
陽
を
喪
失
し
た
後
、
つ
い
に

｢

淮
海｣

す
な
わ
ち
揚
州
を

｢�
州｣

と
し
た
こ
と
、
当
時
、
湘
東
王
で
あ
っ
た

元
帝
自
身
は
同
じ
く
丹
陽
尹
と
な
っ
た
真
長

(

清
談
家
と
し
て
著
名
な
劉�炎
の
字)

の
坐
に
つ
き
清
談
の
風
を
想
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
か
つ
て
筆
者
は
史
料
中
の

｢�
州｣

に
つ
い
て
、
東
晋
前
期
で
は
中
原
を
指
し
て
い
た
が
僑
民
の
土
着
化
、
中
原
恢
復
の
断
念

に
と
も
な
い
徐
々
に
建
康
の
あ
る
揚
州
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
あ
る

(�)

。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、｢

淮

�
を
變
じ
て�
州
と
爲
し｣

、｢�
談
の
風
を
想
ふ｣

と
い
っ
た
記
事
か
ら
は
、
清
談
流
行
の
背
景
に
僑
民
の
土
着
化
、
中
原
恢
復
の
断

念
が
あ
っ
た
こ
と
を
見
て
と
れ
よ
う
。

さ
ら
に
、『

金
楼
子』

巻
四
立
言
篇
下
に
、
東
晋
に
お
け
る
人
物
の
う
ち
清
談
に
批
判
的
な
意
見
を
述
べ
た
者
に
つ
い
て
、

范�
王
弼
を
以
て
桀
・
紂
に
比
し
、
謝
混

簡
文
を
以
て
赧
・
獻
に
方
べ
、
…
…
文
莊
に
廢
莊
の�
有
り
。
余

以
て
然
ら
ず
と

爲
す

(�)
。

と
あ
り
、
范�
、
謝
混
、｢

文
莊｣

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
范�
は
そ
の
列
伝
に
よ
れ
ば
、
清
談
を
得
意
と
し
た
何
晏
・
王
弼
を
桀
・

紂
に
比
し
、『

晋
書』

巻
七
五
范�
伝
に
、

乃
ち
論
を�
は
し
て
曰
は
く
、
…
…
王
・
何

典
文
を
蔑
棄
し
、
禮
度
に�
は
ず
、
游
辭��
し
て
、
後
生
を
波
蕩
す
。
…
…�

に
仁
義
を
し
て
幽
淪
し
、
儒�
を
し
て
蒙
塵
せ
し
め
、
禮
壞
れ
樂
崩
れ
、
中
原

傾�
す

(�)
。

と
あ
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
た
め
に
中
原
が
喪
失
さ
れ
た
と
す
る
論
を
つ
く
っ
た
。
謝
混
に
つ
い
て
は
現
存
の
史
書
に
相
当
す
る
記
事
は

僑
民
の
土
着
化
と
文
化
の
変
容

戸
川

第
九
十
六
巻

15

二
三
三



見
ら
れ
な
い
が
、
清
談
を
し
ば
し
ば
お
こ
な
っ
た
簡
文
帝
を
周
の
最
後
の
王
の
赧
王
、
漢
の
最
後
の
皇
帝
の
献
帝
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。

ま
た

｢
文
莊｣

と
は
王
坦
之
の
字
で
あ
り
、
彼
は

『

晋
書』

巻
七
五
王
坦
之
伝
に
、

尤
も
時
俗

放
蕩
に
し
て
、
儒�
を
敦
く
せ
ざ
る
を
非
と
す

(�)

。

と
あ
る
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
て
廃
荘
論
を
著
し
た
。
つ
ま
り
、
梁
の
元
帝
は
こ
う
し
た
東
晋
に
お
い
て
清
談
を
批
判
し
た
意
見
に

｢

余

以
て
然
ら
ず
と
爲
す｣
と
い
っ
た
ご
と
く
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

右
の
う
ち
注
目
す
べ
き
は
、
中
原
を
傾
覆
さ
せ
た
何
晏
・
王
弼
と
い
っ
た
清
談
家
を
桀
・
紂
に
比
し
た
范�
の
意
見
に
反
対
し
て
い

る
点
で
あ
る
。｢

淮�
を
變
じ
て�
州
と
爲
し｣

、｢�
談
の
風
を
想
ふ｣

帝
が
か
か
る
中
原
恢
復
の
立
場
か
ら
す
る
清
談
批
判
に
反
対

し
て
い
る
こ
と
は
、
清
談
流
行
の
背
景
に
僑
民
の
土
着
化
、
中
原
恢
復
の
断
念
が
あ
っ
た
と
す
る
私
見
を
支
え
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
見
地
か
ら
す
る
と
、『

世
説
新
語』

に
中
原
恢
復
の
立
場
か
ら
の
清
談
に
批
判
的
な
記
述
と
そ
う
で
な
い
記
述
が
ふ
た
つ

な
が
ら
存
在
す
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
天
下
の
中
心
を
示
す

｢�
州｣

の
語
は
東
晋
前
期
に
お
い
て
は
中
原
を
指
し
て
い
た
が
、
僑
民
の
土
着
化
、

中
原
恢
復
の
断
念
に
と
も
な
い
、
徐
々
に
建
康
の
存
在
す
る
揚
州
を
指
す
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
た
天
下
観
の
変
容
は
文
化
の
整
備
を

う
な
が
し
、
劉
宋
孝
武
帝
期
の
儀
礼
改
革
を
へ
て
梁
に
い
た
り
清
談
の
再
流
行
を
も
た
ら
す
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば

『

世
説
新
語』

の
編

ま
れ
た
劉
宋
文
帝
期
は
中
原
の
恢
復
と
断
念
と
い
う
考
え
が
併
存
し
、
よ
う
や
く
文
化
の
整
備
が
可
能
に
な
り
始
め
た
過
渡
期
に
あ
た
っ

て
い
た
と
さ
れ
よ
う
。

そ
の
こ
と
を
端
的
に
あ
ら
わ
す
の
が
、
文
帝
が
同
時
期
に
出
し
た
詔
に
天
下
の
中
心
が
洛
陽
、
建
康
と
い
っ
た
よ
う
に
ふ
た
つ
な
が
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ら
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『

宋
書』

巻
九
五
索
虜
伝
に
、
元
嘉
二
十
三
年

(

四
四
六)

、
文
帝
が
北
伐
せ
ん
と
し
群

臣
に
下
し
た
詔
を
載
せ
て
、

昔
し
中
畿
を
淪
め
ら
れ
て
よ
り
、�
焉
と
し
て
百
祀
を
盈
た
さ
ん
と
す

(�)

。

と
あ
り
、
そ
の
目
的
地
で
あ
る
洛
陽
を
中
心
と
し
た
地
域
を
天
下
の
中
心
を
示
す

｢

中
畿｣

と
表
現
し
た
事
例
が
み
ら
れ
る
。
一
方
、

『

文
館
詞
林』

巻
六
六
七

｢

宋
文
帝
嘉
禾
秀
京
師
大
赦
詔｣

に
、
翌
元
嘉
二
十
四
年

(�)

、
瑞
祥
で
あ
る
嘉
禾
が
建
康
に
出
現
し
た
際
に
出

さ
れ
た
詔
を
載
せ
て
、

帝
藉
を
躬
親
し
、
務
本
を
敬
恭
す

(�)
。
…
…
嘉
稷
・
玄
黍
、�
り
に
京
畿
に
秀
づ

(�)

。

と
あ
り
、
建
康
を
天
下
の
中
心
を
示
す
｢

京
畿｣

と
し
た
事
例
が
見
受
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
同
時
期
に
同
じ
皇
帝
が
出
し
た
詔
で
あ

り
な
が
ら
、
前
者
は
洛
陽
、
後
者
は
建
康
と
い
う
よ
う
に
、
二
つ
の
天
下
の
中
心
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
詔
は
統
治
の
方
針
を

し
め
す
重
要
な
行
政
文
書
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
文
書
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
天
下
の
中
心
が
ふ
た
つ
な
が
ら
に
示
さ
れ
る
こ
と
は
か

な
り
異
様
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
右
を
踏
ま
え
る
と
、『
世
説
新
語』

に
中
原
恢
復
の
立
場
か
ら
の
清
談
に
批
判
的
な
記
述
と
そ
う
で
な

い
記
述
が
存
在
す
る
背
景
に
は
、
か
か
る
二
つ
の
天
下
観
の
併
存
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
前
者
が
北
伐
の
詔
で
あ
れ
ば
、
建
前
と
し
て
天
下
の
中
心
が
洛
陽
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
う
向
き
も
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
江
南
政
権
に
お
い
て
洛
陽
中
心
の
天
下
観
が
北
伐
の
建
前
と
し
て
機
能
し
て
い
な
い
事
例
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば

『

梁
書』

巻
三
武
帝
紀
下
、
大
通
二
年

(

五
二
八)

十
月
丁
亥
の
条
・
巻
三
二
陳
慶
之
伝
に
み
え
る
よ
う
に
、
梁
武
帝
は
陳
慶
之
に
命
じ
て
北
魏

の
皇
族
で
あ
る
北
海
王�
を
奉
じ
さ
せ
、
洛
陽
占
領
に
成
功
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
武
帝
が
北
伐
の
建
前
を
洛
陽
中
心
の
天
下
観
で
な
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く
、
非
漢
族
の
血
統
を
ひ
く
北
魏
皇
族
の
存
在
に
求
め
た
こ
と
か
ら
は
、
当
時
に
あ
っ
て
北
伐
と
洛
陽
中
心
の
天
下
観
が
す
で
に
乖
離

し
て
い
た
点
が
窺
わ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
、
岡
崎
文
夫
氏
は
梁
の
代
表
的
士
人
で
あ
る
沈
約
が
中
原
を
索
虜
の
土
地
と
考
え
て
い
た
こ
と

を
指
摘
し
、

北
支
那
は
従
来
中
原
と
称
せ
ら
れ
、
天
下
の
中
心
で
あ
る
と
せ
ら
れ
た
の
に
、
沈
約
に
至
つ
て
は
、
明
か
に
之
を
索
虜
の
土
地
と

認
め
て
ゐ
る
。
之
は
南
北
の
対
立
の
充
分
に
熟
し
た
梁
初
の
当
時
に
あ
つ
て
、
南
朝
人
の
一
般
の
考
へ
方
で
あ
ら
う
が
、
併
し
伝

統
的
な
精
神
か
ら
云
へ
ば
恐
ら
く
非
難
を
蒙
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

と
し
て
い
る

(�)
。
筆
者
は
氏
の
見
解
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
梁
初
に
は
す
で
に
洛
陽
中
心
の
天
下
観
が
北

伐
の
建
前
と
し
て
機
能
し
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
北
伐
の
建
前
と
し
て
天
下
の
中
心
が
洛
陽
に
な
る
の
が
当
然

で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
天
下
観
が
北
伐
の
際
に
掲
げ
ら
れ
た
と
い
う
事
柄
自
体
が
、
そ
れ
が
当
時
決
し
て

無
視
し
得
な
い
一
定
の
政
治
的
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
東
晋
で
桓
温
、
劉
裕
が
と
も
に
北
伐
成
功
、
洛
陽
遷
都
計
画
を
へ
て
禅
譲
革
命
を
企
図
し
た
の
に
対
し

(『

晋
書』

巻
五
六
孫
綽
伝
、『

宋
書』

巻
四
六
王
懿
伝)

、
禅
譲
に
向
け
て
の
そ
の
よ
う
な
配
慮
は
南
斉
以
後
に
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
東
晋

と
南
斉
以
後
と
の
こ
う
し
た
相
違
は
、
そ
の
過
渡
期
に
あ
た
る
劉
宋
文
帝
の
時
点
で
、
洛
陽
中
心
の
天
下
観
が
低
下
し
て
い
た
と
は
い

え
未
だ
一
定
の
政
治
的
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
、
と
す
る
私
見
を
支
え
る
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

お

わ

り

に
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本
稿
で
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

①

『
世
説
新
語』

に
つ
い
て
何
故
、
清
談
に
両
様
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
原
因
は
一
体
、
如
何
な
る
も
の
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
深
く
追
究
し
た
研
究
は
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
あ
る
が
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

②
江
南
政
権
で
は
最
大
の
政
治
的
目
標
と
し
て
中
原
恢
復
を
か
か
げ
そ
の
達
成
ま
で
国
家
儀
礼
を
は
じ
め
と
し
た
文
化
の
整
備
を
控
え

る
べ
し
と
す
る
考
え
が
政
権
内
に
存
在
し
て
お
り
、
清
談
に
つ
い
て
も
決
し
て
そ
う
し
た
考
え
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。

③
天
下
の
中
心
を
示
す

｢�
州｣

の
語
は
、
東
晋
前
期
に
お
い
て
は
中
原
を
指
し
て
い
た
が
、
僑
民
の
土
着
化
、
中
原
恢
復
の
断
念
に

と
も
な
い
、
徐
々
に
建
康
の
存
在
す
る
揚
州
を
指
す
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
た
天
下
観
の
変
容
は
文
化
の
整
備
を
う
な
が
し
、
劉
宋

孝
武
帝
期
の
儀
礼
改
革
を
へ
て
梁
に
い
た
り
清
談
の
再
流
行
を
も
た
ら
す
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、『

世
説
新
語』

の
編
ま
れ
た

劉
宋
文
帝
期
は
中
原
の
恢
復
と
断
念
と
い
う
考
え
が
併
存
し
、
よ
う
や
く
文
化
の
整
備
が
可
能
に
な
り
始
め
た
過
渡
期
に
あ
た
っ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。

④

『

世
説
新
語』

に
中
原
恢
復
の
立
場
か
ら
の
清
談
に
批
判
的
な
記
述
と
そ
う
で
な
い
記
述
が
存
在
す
る
背
景
に
は
、
か
か
る
二
つ
の

天
下
観
の
併
存
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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註

(

１)

た
と
え
ば
村
上
嘉
実

｢

世
説
新
語
の
機
智
的
性
格｣

(『

史
林』

第
二
九
巻
第
三
号
、
一
九
四
四
年
。
の
ち

『

六
朝
思
想
史
研
究』

第

六
章
第
二
節
、
平
楽
寺
書
店
、
一
九
七
四
年)

、
井
波
律
子

『

中
国

人
の
機
智

『

世
説
新
語』

の
世
界』

(

中
央
公
論
社
、
一
九
八
三
年)

等
参
照
。
な
お
、
日
本
に
お
け
る
近
年
の
成
果
と
し
て
、
土
屋
聡
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｢『

世
説』

の
編
纂
と
劉
宋
貴
族
社
会｣

(『

中
国
文
学
論
集』

第
三
三

号
、
二
〇
〇
四
年)

、
田
中
靖
彦

｢『

世
説
新
語』

の
三
国
描
写
と
劉

義
慶｣

(『

日
本
中
国
学
会
報』

第
五
九
集
、
二
〇
〇
七
年)

、
佐
竹

保
子

｢『
世
説
新
語』

の

｢

賞｣ ｣
(『

六
朝
学
術
学
会
報』

第
一
〇
集
、

二
〇
〇
九
年)
が
あ
る
。
一
方
、
魯
迅

｢『

世
説
新
語』

与
其
前
後｣

(『

中
国
小
説
史
略』
上
冊
第
七
篇
、
北
大
第
一
院
新
潮
社
、
一
九
二

三
年
。
の
ち

『

魯
迅
全
集』

第
九
巻
、
人
民
文
学
出
版
社
、
二
〇
〇

五
年
所
収)

を
は
じ
め
と
す
る
中
国
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
劉
強

｢

二
十
世
紀

『

世
説
新
語』

研
究
綜
述｣

(『

文
史
知
識』

二
〇
〇
〇

年
第
四
期
、
二
〇
〇
〇
年)

、
孫�亭｢
近
三
十
年
来

『

世
説
新
語』

研
究
綜
述｣

(『

甘
粛
聯
合
大
学
学
報

(
社
会
科
学
版)』

第
二
七
巻

第
六
期
、
二
〇
一
一
年)

に
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

(

２)

川
勝
義
雄

｢

世
説
新
語
の
編
纂
を
め
ぐ
っ
て

元
嘉
の
治
の

一
面

｣
(『

東
方
学
報』

京
都
、
第
四
一
冊
、
一
九
七
〇
年
。
の

ち

『

六
朝
貴
族
制
社
会
の
研
究』

岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
所
収)

参
照
。
な
お
、
川
勝
氏
は
清
談
と
清
議
に
つ
い
て
明
確
な
区
別
を
し

て
お
ら
れ
な
い
が
、
右
は
宇
都
宮
清
吉

｢

世
説
新
語
の
時
代｣

(『
東

方
学
報』

京
都
第
一
〇
冊
第
二
分
、
一
九
三
九
年
。
の
ち

『

漢
代
社

会
経
済
史
研
究』

第
一
二
章
、
弘
文
堂
、
一
九
五
五
年
所
収)

の
影

響
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
宇
都
宮
氏
は

｢

趙

翼
は

清
談
は
魏
の
正
始
時
代
に
は
じ
ま
り
、
何
晏
・
王
弼
が
老

荘
を
祖
述
し
た
の
が
も
と
で
あ
る
。
以
後
こ
の
風
潮
は
大
い
に
流
行

し
て
、
儒
教
精
神
は
排
斥
せ
ら
れ
、
放
誕
な
濁
行
が
通
達
の
人
と
せ

ら
れ
、
虚
し
い
議
論
が
高
尚
だ
と
せ
ら
れ
、
節
義
あ
り
、
恪
勤
励
精

の
徒
は
馬
鹿
に
せ
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
風
潮
が
西
晋
を
滅
し
た
の
で

あ
る
。

と
い
い
、
武
内
義
雄
、
青
木
正
児
の
学
説
も
大
体
こ
れ

に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
…
…
し
か
し
、
私
は
こ
う
い
う
考
え
方

に
疑
問
を
も
つ
者
で
あ
る
。
清
談
の
真
の
定
義
は
、
板
野
長
八
が
い

つ
た
よ
う
に
、

文
字
通
り
清
い
談
論
で
あ
る
。

と
す
る
の

が
一
番
当
つ
て
い
る
と
思
う
。｣

(

宇
都
宮
氏
前
掲
書
四
九
七
頁)

と

し
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
れ
が
元
来

｢

清
い
談
論｣

で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
東
晋
に
お
い
て
は
漢
末
の
清
議
の
徒
の
活
動
さ
え
仲

間
内
の
党
派
性
を
も
っ
た
馴
れ
合
い
に
過
ぎ
ず
、
ひ
い
て
は
王
朝
を

滅
ぼ
し
た
原
因
で
あ
る
と
す
る
考
え
が
存
在
し
た
。
そ
う
し
た
こ
と

は
つ
と
に
朱
希
祖
、
魯
迅
、
王
仲
犖
ら
諸
氏
の
師
事
し
た
こ
と
で
著

名
な
章
炳
麟

｢

五
朝
学｣

(『

学
林』

第
一
冊
、
一
九
一
〇
年
。
の
ち

『

章
太
炎
全
集』

四
、
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
五
年
所
収)

に

端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
従
来
の
い
わ
ゆ
る
貴

族
制
研
究
に
お
い
て
章
論
文
を
も
踏
ま
え
た
上
で

『

世
説
新
語』

、

ひ
い
て
は
江
南
政
権
の
性
格
を
総
体
的
に
と
ら
え
ん
と
す
る
試
み
は

あ
ま
り
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(

３)
『

世
説
新
語』

編
纂
に
関
し
て
、
周
一
良

｢『

世
説
新
語』

和
作
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者
劉
義
慶
身
世
的
考
察｣

(『

中
国
哲
学
史
研
究』

一
九
八
一
年
第
一

期
、
一
九
八
一
年
。
の
ち

『

周
一
良
集』

第
一
巻
、
遼
寧
教
育
出
版

社
、
一
九
九
八
年
所
収)

に
、
劉
宋
文
帝
か
ら
疑
い
の
目
で
見
ら
れ

て
い
た
臨
川
王
義
慶
が
文
学
に
傾
注
す
る
と
い
う
政
治
的
ポ
ー
ズ
を

と
っ
た
と
す
る
考
え
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
は
氏
の
見
解
に
賛

同
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
し
後
に
皇
帝
に
な
る
梁
元
帝
が
即
位

し
て
か
ら
も
引
き
続
き

『
金
楼
子』

を
書
い
て
い
る
だ
け
に

(

鍾
仕

倫

｢『

金
楼
子』

成
書
考
弁｣

『｢

金
楼
子｣

研
究』

第
一
章
、
中
華

書
局
、
二
〇
〇
四
年)

、
も
っ
ぱ
ら
か
か
る
政
治
的
ポ
ー
ズ
と
い
う

視
点
の
み
で
は
説
明
で
き
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

後
述
す
る
本
稿
の
立
場
か
ら
み
た
際
、
こ
う
し
た
皇
族
に
よ
る
編
纂

は
、
江
南
政
権
の
正
統
王
朝
化
と
い
う
国
策
に
そ
う
狙
い
も
あ
っ
て

な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、『

金
楼
子』

の
研
究
史
に

つ
い
て
は
、
戴
燕
著
・
佐
藤
礼
子
訳

｢

六
朝
文
学
研
究
の
趨
勢
お
よ

び
私
の
見
解｣

(『

六
朝
学
術
学
会
報』

第
一
四
集
、
二
〇
一
三
年)

参
照
。

(

４)

川
勝
氏
註

(

２)

著
書
三
四
四
頁
参
照
。

(

５)

拙
稿

｢

劉
宋
孝
武
帝
の
礼
制
改
革
に
つ
い
て

建
康
中
心
の

天
下
観
と
の
関
連
か
ら
み
た

｣
(『

九
州
大
学
東
洋
史
論
集』

第

三
六
号
、
二
〇
〇
八
年)

、
同

｢

東
晋
南
朝
に
お
け
る
建
康
の
中
心

化
と
国
家
儀
礼
の
整
備
に
つ
い
て｣

(『

七
隈
史
学』

第
一
三
号
、
二

〇
一
一
年)

、
同

｢

東
晋
南
朝
に
お
け
る
伝
統
の
創
造
に
つ
い
て

楽
曲
編
成
を
中
心
と
し
て
み
た

｣
(『

東
方
学』

第
一
二
二

輯
、
二
〇
一
一
年)

、
同

｢

東
晋
南
朝
に
お
け
る
雅
楽
に
つ
い
て

郊
廟
儀
礼
と
の
関
連
か
ら
み
た

｣
(『

九
州
大
学
東
洋
史
論

集』

第
四
二
号
、
二
〇
一
四
年)

参
照
。

(

６)

本
稿
で
い
う
文
化
と
は
、
国
家
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
中
原
恢

復
ま
で
控
え
る
べ
し
と
さ
れ
た
儀
礼
・
伎
楽
・
清
談
等
を
指
す
こ
と

と
す
る
。

(

７)

な
お
、
本
稿
は
尊
経
閣
叢
刊
己
巳
歳
配
本

(

育
徳
財
団
、
一
九

二
九
年)

を
底
本
と
し
、
余
嘉
錫

『

世
説
新
語
箋
疏』

(

中
華
書
局
、

一
九
八
三
年
。
の
ち

『

余
嘉
錫
著
作
集』

中
華
書
局
、
二
〇
〇
七
年

所
収)

、
徐
震�咢『
世
説
新
語
校
箋』

(

中
華
書
局
、
一
九
八
四
年)

等
を
適
宜
参
照
す
る
。

(

８)

紀
年
は

『

晋
書』

巻
六
八
顧
栄
伝
に
よ
る
。

(

９)

寄
人
國
土
、
心
常
懷
慙
。

(

10)

紀
年
は

『

資
治
通
鑑』

巻
八
七
晋
紀
九
、
同
年
の
条
に
よ
る
。

(

11)�
江�
人
、�
至
美
日
、
輒
相
邀
新
亭
、
藉
卉
飮
宴
。�
侯
中

坐
而�
曰
、
風
景
不
殊
、
正
自
有
山
河
之
異
。
皆
相�
流�
。
唯
王

丞
相
愀
然
變
色
曰
、
當
共
勠
力
王
室
、
克
復�
州
。
何
至
作
楚
囚
相

對
。

(

12)
拙
稿

｢

東
晋
南
朝
に
お
け
る
天
下
観
に
つ
い
て

王
畿
、
神
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二
四
〇

州
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て

｣
(『

六
朝
学
術
学
会
報』

第
一
〇
集
、

二
〇
〇
九
年)

参
照
。

(

13)
紀
年
は

『

資
治
通
鑑』

巻
九
〇
晋
紀
一
二
、
同
年
の
条
に
よ
る
。

(

14)�
新
至
、
深
有�
慮
。�
詣
王
丞
相
、
陳
主
上
幽
越
・�
稷
焚

滅
・
山
陵
夷
毀
之
酷
、
有
黍
離
之
痛
。�
忠��
深
烈
、
言
與
泗�
。

丞
相
亦
與
之
對
泣
。

(

15)

紀
年
は

『

資
治
通
鑑』

巻
一
〇
〇
晋
紀
二
二
、
同
年
の
条
に
よ

る
。

(

16)

桓
公
入
洛
、�
淮
・
泗
、
踐
北�
、
與�
僚
屬
登�
乘
樓
、
眺

矚
中
原
、��
然
曰
、�
使�
州
陸
沈
、
百
年
丘
墟
、
王
夷
甫�
人
、

不
得
不
任
其
責
。

(

17)

紀
年
は

『

晋
書』

巻
七
九
謝
安
伝
に
よ
る
。

(

18)

今
四
郊
多
壘
、
宜
人
人
自
效
、
而�
談
廢
務
、�
文
妨�
、
恐

非
當
今�
宜
。

(

19)

な
お
、
宇
都
宮
氏
註

(

２)

著
書
四
九
一
頁
は
、
こ
の
記
事
と

と
も
に
直
後
の

｢

謝

答
へ
て
曰
は
く
、
秦

商
鞅
に
任
じ
、
二
世
に

し
て
亡
ぶ
。
豈
に�
言

患
ひ
を
致
さ
ん
や
、
と
。(

謝
答
曰
、
秦
任

商
鞅
、
二
世
而
亡
。
豈�
言
致
患
邪
。)｣

と
あ
る
記
事
を
掲
げ
つ
つ
、

｢

か
よ
う
な
願
望

(

ひ
た
す
ら
に
哲
理
、
風
流
の
道
に
進
ん
で
人
間

文
化
の
真
理
に
生
き
た
い
と
い
う
願
望
…
…
括
弧
内
筆
者
加
筆)

は

国
家
が
危
殆
に
瀕
し
、
都
の
周
囲
に
塁
が
築
か
れ
て
い
る
と
い
う
現

実
の
非
常
事
に
お
い
て
さ
え
、
な
お
攸
然
遠
想
。
有
高
世
之
志
と
い

う
、
寧
ろ
冷
徹
な
態
度
で
表
現
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
が
国

家
の
問
題
を
第
二
次
的
の
も
の
に
し
か
過
ぎ
ぬ
と
す
る
意
識
は
、
か

か
る
点
に
余
り
に
も
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。｣

と
し

て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
謝
安
に
関
し
て
は
、
本
稿
の
次
節
に
引
く

『

晋
書』

巻
七
九
謝
安
伝
の
記
事
、
す
な
わ
ち

｢

安�
寄
を�
く
と

雖
も
、
然
も
東
山
の
志

始
末
渝
は
ら
ず
、�
に
言
色
に
形
る
。
新

城
に
鎭
す
る
に�
び
、
室
を
盡
く
し
て
行
き
、
汎�
の
裝
を�
り
、

經
略

粗
ぼ
定
ま
る
を
須
ち
て
、
江�
よ
り
東
に�
ら
ん
と
欲
す
。

�
志

未
だ
就
ら
ず
、�
に
疾
篤
に�
ふ
。(

原
文
は
註

(

39)

に
引

く)｣

と
あ
る
史
料
も
見
逃
せ
ま
い
。
氏
の
よ
う
な
見
方
の
み
を
強

調
す
る
と
、
謝
安
が
な
ぜ
中
原
恢
復
ま
で
東
山
に
隠
棲
す
る
志
を
お

さ
え
た
の
か
と
い
う
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
国
家
の
意
義
を
も
踏
ま

え
た
総
合
的
知
見
が
見
過
ご
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(

20)

小
南
一
郎

｢『

世
説
新
語』

の
美
学

魏
晋
の
才
と
情
を
め

ぐ
っ
て｣

(『

中
国
中
世
史
研
究

続
編』

京
都
大
学
学
術
出
版
会
、

一
九
九
五
年)

、�
凡

｢

清
談
未
必
定
誤
国

魏
晋
玄
風
与
中
国

伝
統
思
惟
的
理
論
開
拓｣

(『

世
説
新
語
研
究』

第
四
章
、
学
林
出
版

社
、
一
九
九
八
年
。
の
ち
同
書
は

『

世
説
新
語
的
読
法』

第
八
章
、

中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
と
し
て
増
補
改
訂)

等
参
照
。

(

21)
紀
年
は

『

資
治
通
鑑』

巻
九
九
晋
紀
二
一
、
同
年
の
条
に
よ
る
。
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二
四
一

(
22)

殷
侯�
廢
。
桓
公
語�
人
曰
、
少
時
與
淵
源
共
騎
竹
馬
、
我
棄

去
、
已
輒
取
之
。
故
當
出
我
下
。

(

23)
殷
中
軍
被
廢
、
在
信
安
、�
日
恆
書
空
作
字
。
揚
州
吏
民
、�

義�
之
、
竊�
、
唯
作
咄
咄
怪
事
四
字
而
已
。

(

24)

紀
年
は

『
資
治
通
鑑』

巻
一
〇
〇
晋
紀
二
二
、
同
年
の
条
に
よ

る
。

(

25)

謝
萬
壽
春
敗
後
、
簡
文
問�希
超
、
萬
自
可
敗
。
那
得
乃
爾
失
士

卒�
。
超
曰
、
伊
以�
任
之
性
、
欲
區
別
智
勇
。

(

26)

謝
萬
北
征
、
常
以
嘯
詠
自
高
、
未
嘗
撫
慰
衆
士
。
…
…
召
集�

將
、�
無��
、
直
以
如�
指
四
坐
云
、�
君
皆
是
勁
卒
。�
將
甚

忿
恨
之
。

(

27)

元
帝
渡
江
、
太
興
二
年
始
議
立
郊
祀
儀
。�
書
令�
協
・
國
子

祭
酒
杜
夷
議
、
宜
須
旋�
洛
邑
乃
修
之
。

(

28)

金
子
修
一

『

古
代
中
国
と
皇
帝
祭
祀』

(

汲
古
書
院
、
二
〇
〇

一
年)

、
同
氏

『

中
国
古
代
皇
帝
祭
祀
の
研
究』

(

岩
波
書
店
、
二
〇

〇
六
年)

参
照
。

(

29)

な
お
、
礼
楽
の
語
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
郊
廟
儀
礼
の
挙
行

に
不
可
欠
の
も
の
に
雅
楽
が
あ
り
、
そ
れ
が
如
何
な
る
状
態
に
あ
っ

た
か
は
当
時
、
儀
礼
の
整
備
が
ど
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
た
か
を
示
す
メ

ル
ク
マ
ー
ル
に
な
る
。
た
と
え
ば
東
晋
の
南
郊
に
つ
い
て
、『

宋
書』

巻
一
九
楽
志
一
に
、

郊
祀�
に
樂
を
設
け
ず
。(

郊
祀�
不
設
樂
。)

と
あ
り
、
楽
曲
が
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
漢
以
来
の
中
国
王
朝
の
郊
祀
の
な
か
で
未
曾
有
の
事
柄
で
あ

る
。ま

た
、
東
晋
初
め
に
宗
廟
を
建
て
る
際
、
雅
楽
を
つ
く
ら
ん
と
し

た
際
の
こ
と
を
載
せ
て
、

江
左
の
初
め
宗
廟
を
立
つ
る
に
至
り
、�
書

太
常
に
祭
祀
に

用
ふ
る�
の
樂
名
を
下
す
。
太
常
賀
循
答
へ
て
云
へ
ら
く
、
…
…

喪
亂
に�
離
し
、
舊
典

存
せ
ず
。
…
…�
韻
の
曲
折
、
又
た

識
る�
無
く
、
則
ち
今
に
於
い
て�
を
以
て
言
ひ�
し
、
と
。

(

至
江
左
初
立
宗
廟
、�
書
下
太
常
祭
祀�
用
樂
名
。
太
常
賀

循
答
云
、
…
…�
離
喪
亂
、
舊
典
不
存
。
…
…�
韻
曲
折
、
又

無
識�
、
則
於
今�
以�
言
。)

と
あ
り
、
当
時
、
太
常
で
あ
っ
た
賀
循
が
西
晋
末
の
混
乱
に
よ
り

｢

舊
典

存
せ
ず｣

、｢�
韻
の
曲
折
、
又
た
識
る�
無
し｣

と
い
う
状

況
で
あ
っ
た
た
め
、
尚
書
か
ら
の
下
問
に
答
え
難
い
と
し
た
こ
と
が

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
結
局
、
こ
の
と
き
宗
廟
雅
楽
は
つ
く
ら
れ
ず
、

そ
の
後
、
東
晋
後
半
に
至
っ
て
よ
う
や
く
登
歌
が
つ
く
ら
れ
た
。

登
歌
と
は
祖
先
の
功
徳
を
讃
え
る
歌
の
こ
と
で
あ
り
、
宗
廟
儀
礼

に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
東
晋
で
は
こ
の
他
に
正
徳
・
大
予

と
よ
ば
れ
る
宗
廟
の
舞
楽
も
存
在
し
た
が
、
た
だ
し
、
右
は
東
晋
の
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二
四
二

雅
楽
が
完
成
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

『
漢
書』

巻
二
二
礼
楽
志
に
よ
れ
ば
、
前
漢
高
祖
の
と
き
叔
孫
通
が

宗
廟
儀
礼
の
各
場
面
に
お
い
て
如
何
な
る
歌
曲
を
演
奏
す
る
の
か
を

定
め
て
い
る
。
そ
こ
に
は
供
物
を
そ
な
え
る
乾
豆
上
の
と
き
の
登
歌

以
外
に
、
祖
先
の
魂
よ
び
を
す
る
迎
神
、
皇
帝
が
入
場
す
る
皇
帝
入

廟
門
、
祖
先
を
饗
応
す
る
饗
神
、
儀
式
の
成
功
を
い
わ
う
皇
帝
就
酒

東
廂
な
ど
の
各
場
面
に
お
い
て
、
嘉
至
、
永
至
、
休
成
、
永
安
と
い
っ

た
歌
曲
が
演
奏
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
前
漢
で

は
武
徳
・
昭
徳
な
ど
の
舞
楽
も
存
在
し
た
。
右
の
ご
と
く
、
宗
廟
儀

礼
で
は
登
歌
、
舞
楽
以
外
に
こ
う
し
た
嘉
至
以
下
の
歌
曲
が
不
可
欠

と
な
る

(

渡
辺
信
一
郎

｢

前
漢
時
代
の
宗
廟
と
楽
制

『

安
世
房

中
歌』

十
七
章
と
承
天
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

｣

渡
邉
義
浩
編

『

両

漢
儒
教
の
新
研
究』

第
二
部
二
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年
。
の
ち

同
氏

『

中
国
古
代
の
楽
制
と
国
家

日
本
雅
楽
の
源
流』

第
一
部

第
三
章
、
文
理
閣
、
二
〇
一
三
年
所
収)

。
か
か
る
宗
廟
雅
楽
の
あ

り
方
は
漢
の
後
の
曹
魏
、
西
晋
に
も
継
承
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

そ
う
し
た
前
王
朝
の
事
例
と
比
較
し
た
際
、
嘉
至
以
下
の
歌
曲
が
ま
っ

た
く
存
在
し
な
い
東
晋
の
宗
廟
雅
楽
は
い
ま
だ
そ
の
完
成
に
ほ
ど
遠

い
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
雅
楽
と
い
う
点
か
ら

み
た
際
、
東
晋
に
お
け
る
南
郊
・
宗
廟
は
後
者
に
登
歌
、
舞
楽
が
存

在
し
た
と
は
い
え
、
ほ
ぼ
有
名
無
実
に
近
い
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ

る
。か

つ
て
筆
者
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
そ
の
原
因
は
永
嘉
の
乱

に
よ
り

｢

禮
容
樂�
、
地
を�
ひ
て
皆
な
盡
く
。(

禮
容
樂�
、�

地
皆
盡
。)｣

(『

晋
書』

巻
一
六
律
暦
志
上)

と
い
っ
た
こ
と
に
く
わ

え
、
政
権
内
に
故
地
で
あ
る
中
原
の
恢
復
ま
で
国
家
儀
礼
の
整
備
を

控
え
る
べ
し
と
す
る
考
え
が
存
在
し
た
た
め
で
あ
っ
た

(

註

(

５)

に
掲
げ
た
拙
稿
参
照)

。

も
ち
ろ
ん
王
朝
が
土
着
化
と
と
も
に
儀
礼
を
整
備
せ
ん
と
し
た
際
、

郊
廟
の
よ
う
に
王
朝
の
体
制
を
方
向
づ
け
る
の
で
な
く
、
そ
れ
と
あ

ま
り
関
わ
ら
な
い
儀
礼
か
ら
着
手
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
史
料
的
制
約
も
あ
っ
て
十
分
に
解
明
で
き
な
い

と
こ
ろ
が
あ
る
た
め
、
い
ま
は
本
文
の
よ
う
に
表
記
し
て
お
く
。

(

30)

吏
部�
王
忱
議
、
明
堂
則
天
象
地
、
儀
觀
之
大
。
宜
俟
皇
居
反

舊
、
然
後
修
之
。
驃
騎
將
軍
會
稽
王
司
馬�
子
・�
書
令
謝
石�
同

忱
議
。
於
是
奉
行
一
無�
改
。

(

31)

散
騎
侍��
臻
表
曰
、
…
…
方
今
夷
狄
對
岸
、
外
御
爲�
。
兵

�
七
升
、
忘
身
赴�
、�
泰
之
戲
、
日
禀
五
斗
。
方��
州
、
經
略

中
甸
、
若
此
之
事
、
不
可
示�
。
…
…
雜
伎
而
傷
人�
、
皆
宜
除
之
。

於
是
除
高�亘
・
紫
鹿
・
跂
行
・
鼈��
齊
王
捲
衣
・�
兒
等
樂
。

(
32)

時
總
章
太
樂
伶
人
、�
亂
多
至
荊
州
。
或
勸
可
作
樂�
。
弘
曰
、

昔
劉
景
升
以
禮
壞
樂
崩
、
命
杜�
爲
天
子
合
樂
。
樂
成
、
欲
庭
作
之
。
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�
曰
、
爲
天
子
合
樂
而
庭
作
之
、
恐
非
將
軍
本�
。
吾
常
爲
之
歎
息
。

今
主
上
蒙
塵
、
吾
未
能
展
效
臣�
。
雖
有
家
伎
、�
不
宜
聽
。
況
御

樂
哉
。
乃
下
郡
縣
、
使
安
慰
之
、
須�
廷
旋�
、��
本�
。

(

33)

琅
邪
王�
爲
車
騎
將
軍
、
鎭
廣
陵
、
高�
綱
佐
、
以
孚
爲
長
史
。

帝
謂
曰
、��
統
軍
府
、
郊
壘
多
事
、
宜�
飮
也
。

(

34)

中
宗
詔
曰
、�
記
綜
軍
府
。
郊
壘
多
事
。

(

35)

會
于
會
稽
山
陰
之�
亭
、
修
禊
事
也
、
羣
賢
畢
至
、
少
長
咸
集
。

…
…
又
有�
流
激
湍
、
映
帶
左
右
。
引
以
爲
流
觴
曲
水
、
列
坐
其
次
。

是
日
也
、
天�
氣�
、
惠
風
和
暢
、��
目
騁
懷
、
信
可
樂
也
。
雖
無

絲
竹
管
絃
之
盛
、
一
觴
一
詠
、
亦
足
以
暢
敍
幽�
矣
。

(

36)

紀
年
は

『

資
治
通
鑑』

巻
九
七
晋
紀
一
九
、
同
年
の
条
に
よ
る
。

(

37)�
風
儀
美
劭
、
才
能
豐
贍
、
少
有
經
緯
大
略
。�
繼
兄
亮
居
方

州
之
任
、
有
匡
維�
外
、�
蕩
羣
凶
之
志
。
是
時
、
杜
乂
・
殷��

人
盛
名
冠
世
、�
未
之
貴
也
。
常
曰
、
此
輩
宜
束
之
高
閣
、
俟
天
下

�
定
、
然
後
議
其�
任
耳
。
其�
氣
如
此
。
唯
與
桓�
友
善
、
相
期

以�
濟
宇
宙
之
事
。
初�
輒
發�
部
奴�
車
馬
萬
數
、�
大
軍
入�
、

將
謀
伐
狄
、�
次
于
襄
陽
。

(

38)

紀
年
は

『

資
治
通
鑑』

巻
一
〇
六
晋
紀
二
八
、
同
年
の
条
に
よ

る
。

(

39)

安
雖��
寄
、
然
東
山
之
志
始
末
不
渝
、�
形
於
言
色
。�
鎭

新
城
、
盡
室
而
行
、�
汎�
之
裝
、
欲
須
經
略
粗
定
、
自
江��
東
。 �

志
未
就
、��
疾
篤
。

(

40)

闢
我
皇
維
、
締
我
宋
宇
。
刋
定
四�
、�
構�
京
。
復
禮
輯
樂
、

散
馬
墮
城
。

(

41)

註

(

５)

に
掲
げ
た
拙
稿
参
照
。

(

42)�安����
千
萬
、
太
樂
伶
官
方
八
百
二
十
九
人
。
…
…
今�

口
不
能
百
萬
、
而
太
樂�
・�
、
元�
時
校
試
千
有
餘
人
、
後
堂
雜

伎
、
不
在
其
數
。

(

43)

紀
年
は

『

宋
書』

巻
一
九
楽
志
一
に
よ
る
。

(

44)

自
頃
家
競
新
哇
、
人�
謠
俗
、
務
在�焦�
、
不��
紀
、
流
宕

無
崖
、
未
知�
極
。

(

45)�
於
梁
世
、�
風
復
闡
、
莊
・
老
・�
易
、
總
謂
三
玄
。
武
皇
・

簡
文
、
躬
自
講
論
。�
弘
正
奉
贊
大�
、�
行�
邑
、
學
徒
千
餘
、

實
爲
盛
美
。
元
帝
在
江
・
荊�
、
復�
愛�
、
召
置
學
生
、
親
爲�

�
、
廢
寢
忘�
、
以
夜
繼�
、
至
乃
倦
劇
愁
憤
、
輒
以
講
自
釋
。

(

46)

昔
晉
代
喪
亂
、
頗
由��
玄�
、
胡�
殄�
中
夏
。
今
東
宮
復

襲
此
、
殆
非
人
事
、
其
將
爲
戎
乎
。

(

47)

自
二
京
版
蕩
、
五
馬
南
渡
、
…
…�
變
淮�
爲�
州
、
亦�
丹

陽
爲
京
尹
。
…
…
坐
眞
長
之
室
、
想�
談
之
風
。

(
48)

註

(

12)

拙
稿
参
照
。

(
49)

范�
以
王
弼
比
桀
・
紂
、
謝
混
以
簡
文
方
赧
・
獻
、
…
…
文
莊

有
廢
莊
之�
。
余
以
爲
不
然
。



東

洋

学

報

第
九
十
六
巻

26

二
四
四

(
50)

乃�
論
曰
、
…
…
王
・
何
蔑
棄
典
文
、
不�
禮
度
、
游
辭��
、

波
蕩
後
生
。
…
…�
令
仁
義
幽
淪
、
儒�
蒙
塵
、
禮
壞
樂
崩
、
中
原

傾�
。

(

51)

尤
非
時
俗
放
蕩
、
不
敦
儒�
。

(

52)

自
昔
淪
中
畿
、�
焉
盈
百
祀
。

(

53)

紀
年
は

『
宋
書』

巻
五
文
帝
紀
に
よ
る
。

(

54)
『

文
館
詞
林』
巻
六
六
五

｢

籍
田
大
赦
詔｣

に
も
同
様
の
文
章

が
み
ら
れ

｢

務
本
を
敬
供、
す
。(

敬
供、
務
本
。)｣

と
あ
る
が
、
い
ま

｢

宋
文
帝
嘉
禾
秀
京
師
大
赦
詔｣

に
し
た
が
う
。

(

55)

躬
親
帝
藉
、
敬
恭
務
本
。
…
…
嘉
稷
・
玄
黍
、�
秀
京
畿
。

(

56)

岡
崎
文
夫

｢

梁
の
沈
約
と
宋
書｣

(『

歴
史
と
地
理』

第
三
十
一

巻
第
一
号
、
一
九
三
三
年)

参
照
。

(

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ)


